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2020 年 12 月 1 日付で施行された「中華人民共和国輸出管理法」（以下、「輸出管理法」

という）では、企業がその責務を果たすための方法や手続等に関する具体的な定めがありま

せん。そのため、輸出管理のコンプライアンス上、どのように内部統制システムを整えてい

けばよいか、どのような社内ルールを策定すべきか、といった点について、企業から大きな

関心が寄せられています。 

「輸出管理法」第 5 条では、「国の輸出管理担当機関は、適時、関連業界の輸出管理ガイ

ドラインを公布し、輸出事業者による輸出管理の内部コンプライアンス制度の整備を指導

する」と定めています。本規定に呼応する形で、商務部が 2021 年 4 月 28 日に「両用品目

輸出事業者の輸出管理内部コンプライアンス体制確立に関する商務部の指導意見」および

その附属文書「両用品目輸出管理内部コンプライアンスガイドライン」（総称して、以下、

「ガイドライン」という）を公布しました1。また、2022 年 3 月 17 日には、商務部開設の

関連サイトにおいて、企業から寄せられた質問について回答や説明がなされた FAQ コンテ

ンツ「輸出事業者の輸出管理内部コンプライアンス体制構築に関する問題（二）」（以下、「問

題（二）」という）が掲載されました。 

本稿では、「ガイドライン」および「問題（二）」の内容をもとに、輸出コンプライアンス

体制の整備において、企業が取り組むべき事項、直面する問題やその解決策について解説し

ます。 

 

1. コンプライアンス制度の構築における課題 

「ガイドライン」では、輸出管理内部コンプライアンス体制を敷くための、9 つの基本要

素（ポリシーステートメントの作成、組織・機構の編成、全面的なリスク評価、審査手続の

確立、緊急対応策の策定、教育・研修の実施、コンプライアンス監査の完備化、資料・記録

の保管、管理マニュアルの作成）を定めています。 

このうち、組織・機構の編成、教育・研修の実施等については、既存の内部コンプライア

ンス体制を活用したり、これまでの経験を活かしたりすることが容易であると思われます。

他方で、「全面的なリスク評価を行うための制度を確立すること」は、企業にとって難易度

が高いと考えられています。関連企業からも、具体的にどのようにリスク評価を行うのか、

どういった分野における、どのようなリスクに係る事項を対象として制度を構築するのか、

といった質問や相談が多く寄せられます。 

「ガイドライン」および「問題（二）」の内容によると、リスク評価とは、輸出する品目

や、輸出事業者の技術開発状況に対しリスク評価を行ったうえで、購入側および用途、取引

に参加する第三者に対し全面的なリスク評価を行うことである、と考えられます。主な内容

としては以下の通りです。 

  

（1）輸出品目に対する評価 

輸出品目に対する評価は、主に、品目の基本情報を整理し、その輸出リスクを評価するこ

とです。具体的には次の通り。 

 
1 詳細は、「輸出管理内部コンプラ体制の構築に関する指導意見の概要（2021 年 10 月）」および「輸出管

理内部コンプラ体制の構築に関する指導意見の実務上のポイント（2021 年 10 月）」参照。 

http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/cjwt/202203/615.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/04c339ffc1751cb1/20210042_02.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/04c339ffc1751cb1/20210042_03.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/04c339ffc1751cb1/20210042_03.pdf
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(ア)輸出する品目が、中国の規制品目リスト中の品目または臨時規制の管理品目に該当す

るか否かを確認します。 

規制品目リストについては、「両用品目および技術輸出入許可証管理目録」に輸出管理

の対象となる両用品目および技術が掲載されているので、それを参考にすることがで

きます。なお、同目録は、リアルタイムでは更新されません。「核両用品および関連技

術輸出管制リスト」等、部門規章（行政規則）により個別に公布されるリストの内容を

確認し、同目録の更新情報を把握しておく必要があります。 

(イ)品目を輸出する行為について分類します。国外への直接提供のほか、国境通過・中継輸

送・トランジット輸送・再輸送等を含め、それらの行為が、輸出管理法により規制を受

ける可能性があるか否かを判断します。 

(ウ)その品目について可能性のある用途を整理し、中国の国家安全および利益に危害を及

ぼすリスクが存在するか否か、大量破壊兵器およびその運搬機器の設計、開発、生産ま

たは使用に用いられる可能性があるか否か、または、テロ目的に用いられる可能性があ

るか否かを判断します。 

 

（2）技術の研究開発の状況に対するリスク評価 

(ア)日常業務上、研究開発、使用、ライセンス供与する技術が、規制品目に該当する技術か

否かを判断します。 

(イ)日常業務上、実施されている技術の交流や伝送が、「技術の輸出」と見なされるリスク

および潜在的な危険性が無いかどうかを点検します。特に、電子メールやオンライン会

議を通じて、中国国外に技術資料や技術情報を送付することは、「技術の輸出」と見な

される可能性があるため、注意が必要です。 

(ウ)規制を受ける技術に係る業務に従事する従業員の状況を整理します。「輸出管理法」の

規定によると、外国籍の自然人（中国在住か否かに関わらず）に規制品目を提供するこ

とも、規制の対象となります。このため、「問題（二）」では、外国籍の従業員が規制対

象技術に係る業務に従事している、見本市等において技術に関連する情報を公表して

いる等の状況がある場合には、技術輸出許可証を申請・取得しなければならない、と説

明しています。 

 

（3）顧客に対するリスク評価 

(ア)顧客の類型（メーカー、販売代理店、エンドユーザー等）を判断し、サプライチェーン

上の位置付けを把握します。 

(イ)顧客の主な事業内容が、軍事等のセンシティブな領域に係る事業か否かを判断します。

顧客の類型を踏まえ、センシティブな領域に係る事業を営む企業と業務提携し、規制品

目を提供する可能性があるか否かを判断します。 

(ウ)顧客が中国の規制名簿等に掲載されていないか、または、国連の制裁リストに掲載され

ていないかを確認します。 

(エ)中国政府が、当該国に対し、相応の制裁措置を講じているか否かを確認します。 
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（4）提携先に対するリスク評価 

リスク評価の対象となる提携先には、貨物輸送請負人、通関代行サービス事業者、販売代

理店、研究開発の提携パートナー、金融サービス提供事業者、第三者電子商取引プラットフ

ォーム等が含まれます。 

提携先に輸出コンプライアンスリスクが存在しないか、輸出通関手続に問題がないか等

を評価する必要がある場合、提携先の営業許可証、関連する業務許可証、董事会構成員、株

主、実質的支配者等の事項を調査し、事実確認をすることができます。 

なお、上述の 1.（1）～（4）のリスクを評価することが難しい場合、企業は、商務部等の

国の輸出管理機関に相談することができます。 

 

2. 中国企業と日系企業の対応状況 

（1）中国企業の対応 

輸出管理上の規制を受ける技術の輸出業務に従事する一部の大手中国企業では、自社の

ウェブサイトにて、中国の輸出管理に係る法令を遵守する表明文を公示しています。その表

明文によると、輸出コンプライアンス対策として実施している内容は、前述した「ガイドラ

イン」の 9 大要素と一致しています。 

これらの大手中国企業は、中国ブランドの多国籍企業であるため、表明文では、中国法だ

けでなく、欧米諸国等の輸出管理に係る法令についても遵守することが記されており、複数

の国や地域の法令に対し、同一のコンプライス体制を採用していることが読み取れます。た

だし、輸出管理に係る法令が矛盾抵触する場合、どのように対処し、解決にあたるのかにつ

いては、記載されていません。諸外国の法令が中国法と抵触する場合にどのような対応を取

るべきかという点は、多くの多国籍企業が抱える問題となっています。 

中国法と抵触する場合の対処方法や解決法については、個別に判断する必要があり、現時

点では、統一された解決案がありません。前述のとおり、企業が輸出コンプライアンス上、

問題に直面した場合、商務部等の国の輸出管理機関または法律事務所等の外部の専門機関

に相談することができます。 

 

（2）日系企業の対応 

日本企業の中国子会社では、中国法向けの輸出管理体制を改めて構築するのではなく、日

本の親会社の既存の輸出コンプライアンス体制に準拠するケースが一般的です。中国で設

立された日系企業の事業内容は単一的で、サプライチェーンもシンプルであることが多い

ことが背景にあるとみられます。日本の親会社の既存の輸出コンプライアンス体制に準拠

すること自体は、特段問題はありません。ただし、リスク評価業務は中国国内で実施する必

要があるという点に注意しなければなりません。つまり、輸出コンプライアンス上、リスク

評価を行うために、関連データを日本の親会社に送ることは、法律違反を犯すリスクを招く

ことになります。 

 

3. 今後の見通し 

商務部が 2022 年 4 月 22 日に、「両用品目輸出管理条例（意見募集稿））を公表しました
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（意見募集期間は 2022 年 5 月 22 日に終了）。同意見募集稿では、「輸出管理法」に定める

義務について具体的な内容が記されていることから、今後の制定動向を注視し、社内コンプ

ライアンス制度の調整を行う必要があります。 

なお、同意見募集稿第 52 条では、コンプライアンス体制整備による処罰軽減について定

めています。同規定によると、輸出事業者および両用品目の輸出に係るサービスを提供する

組織および個人が、輸出管理に係る内部コンプライアンス制度を確立し、適切な運用を行っ

たことで、違法行為による悪影響の拡大を防ぐことができた場合、その処罰が軽減される可

能性があります。 

両用品目の輸出においては、知らず知らずのうちに法に触れる行為を行ってしまう可能

性が高いと思われます。従い、現時点では輸出コンプライアンス体制の整備に着手できず、

様子見の段階にある輸出事業者、第三者サービス事業者も、同条例の成立を見据えながら、

最低限の社内コンプライアンス体制を整備しておく必要があると考えます。 
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レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約 1分）にご協力ください。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20220013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本レポートに関するお問い合わせ先： 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

海外調査部 中国北アジア課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1－12－32 

TEL：03-3582-5181 

E-mail：ORG@jetro.go.jp 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20220013

